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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成22年8月5日(2010.8.5)

【公開番号】特開2009-7797(P2009-7797A)
【公開日】平成21年1月15日(2009.1.15)
【年通号数】公開・登録公報2009-002
【出願番号】特願2007-168870(P2007-168870)
【国際特許分類】
   Ｅ０１Ｄ  19/04     (2006.01)
   Ｆ１６Ｆ  15/04     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０１Ｄ  19/04    　　　Ｂ
   Ｆ１６Ｆ  15/04    　　　Ｐ
   Ｇ０１Ｎ   3/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月17日(2010.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持部材と被支持部材との間に配置され、被支持部材を支持部材と相対移動可能に支持
する支承の損傷判定を行うための支承用損傷判定装置であって、
　一端が前記支持部材側に取付けられると共に他端が前記被支持部材側に取付けられ、前
記支持部材と前記被支持部材との間の相対変位量が前記支承の限界変位量を超えた場合に
検知可能に破損される損傷判断部材、を備えた支承用損傷判定装置。
【請求項２】
　前記損傷判断部材は、前記限界変位量に応じた長さの長尺部材とされ、前記相対変位量
が前記限界変位量を超えた場合に切断されること、を特徴とする請求項１に記載の支承用
損傷判定装置。
【請求項３】
　前記損傷判断部材は、導電性部材とされ、前記支持部材側に取付けられた一端側と前記
被支持部材側に取付けられた他端側との間の導通の有無を検査する検査部、をさらに備え
たことを特徴とする請求項２に記載の支承用損傷判定装置。
【請求項４】
　前記支承は、この支承の最外部に配置された外側弾性部材、及び、前記外側弾性部材よ
りも内側に配置された内側弾性部材を含んで構成され、
　前記損傷判断部材は、前記内側弾性部材よりも弾性率の低い材料で構成されていること
を特徴とする請求項１に記載の支承用損傷判定装置。
【請求項５】
　前記支承は、この支承の最外部に配置された外側弾性部材、及び、前記外側弾性部材よ
りも内側に配置された内側弾性部材を含んで構成され、
　前記損傷判断部材は前記外側弾性部材で構成され、前記外側弾性部材は前記支承の相対
移動量が限界変位量を超えた場合に、破断及び亀裂が生じる伸び性能を有することを特徴
とする請求項１に記載の支承用損傷判定装置。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　なお、上記の「被支持部材」としては、支承を介して支持される構造物であればよく、
例えば、オフィスビル、病院、集合住宅、美術館、公会堂、学校、庁舎、神社仏閣、橋梁
、競技場、照明灯等を挙げることができる。また、「支持部材」としては、支承を介して
上記の被支持部材を支持するものであればよく、例えば、これら被支持部材の基礎、土台
、地盤等を含む。
　請求項５に記載の発明の支承用損傷判定装置は、前記支承が、この支承の最外部に配置
された外側弾性部材、及び、前記外側弾性部材よりも内側に配置された内側弾性部材を含
んで構成され、前記損傷判断部材は前記外側弾性部材で構成され、前記外側弾性部材は前
記支承の相対移動量が限界変位量を超えた場合に、破断及び亀裂が生じる伸び性能を有す
ることを特徴とする。
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